
































 

結 語 

 今回の調査で,わが国の出生前診断は外国と比較し,運用面でやや特異的な発展をしなが

らも,技術面において信頼度や安全性に劣ることのないことが明らかとなった。1979 年の

モントリオールの委員会における「中期羊水穿刺はまったく安全な手技とはいい切れない

が,起こり得るすべての合併症を入れても,その頻度は 1%を超えることはない」との結論は

わが国にも十分当てはまる。 

 出生前診断法はまだ新しい手技であり,特にわが国では社会的に完全に認知されたもの

とはいい難い。従って,今回の調査に引き続いて今後も定期的に実態を明らかにしてゆく必

要があろう。この分野においても技術的な進歩は目覚しく,今後の調査では本検査法の信頼

度や安全性はさらに高まっているものと思われる。しかし新たな施設の参画と,そこから派

生する新たな問題も生じてこよう。運用面や診断基準の統一,さらには施設間の情報の交換

と連携が必要であり,これらを可能にする有機的なシステムの確立が今後の課題となろう。  


